日雇派遣指針(平成二十年二月二十八日厚生労働省告示第三十六号)（抄録）
　
第一　趣旨
　この指針は、派遣元指針及び派遣先指針に加えて、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される日雇派遣労働者について派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
第三　労働者派遣契約に定める就業条件の確保
 一 　派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。また、派遣元事業主は、日雇派遣労働者からも就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったことを確認すること。  

二 　派遣先は、次に掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずること。
　　(二)　就業場所の巡回
　一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上の頻度で定期的に日雇派遣労働者の就業場所を巡回し、当該日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことを確認すること。
　　(三)　就業状況の報告
　日雇派遣労働者を直接指揮命令する者から、一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上の頻度で定期的に当該日雇派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。
第四　労働・社会保険の適用の促進
 一 　日雇労働被保険者及び日雇特例被保険者に係る適切な手続
　派遣元事業主は、日雇派遣労働者が雇用保険法に規定する日雇労働被保険者又は健康保険法に規定する日雇特例被保険者に該当し、日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を受けている者である場合には、印紙の貼付等の日雇手続を適切に行うこと。  

第六　教育訓練の機会の確保等
 一 　派遣元事業主は、職業能力開発促進法及び労働者派遣法第三十条に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ること。  

二 　派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣就業前に実施しなければならないこと。  

 第七　関係法令等の関係者への周知
 一 　派遣元事業主は、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底すること。  

二 　派遣元事業主は、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに労働基準法等の適用について、派遣先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。  

三 　派遣先は、派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法、労働基準法等の適用について、日雇派遣労働者を直接指揮命令する者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。  

第八　安全衛生に係る措置 

二 　派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、日雇派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じ、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。  

第九　労働条件確保に係る措置
　　(一)　賃金の一部控除
　派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控除する場合には、事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。
　　(二)　労働時間
　派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、自由利用が日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。  

第十　情報の公開
　派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。
